
第
四
十
一
類

一
〜
十
五

（
略
）

第
四
十
一
類

一
〜
十
五

（
略
）

（
削
る
）

十
六

録
音
又
は
録
画
済
み
記
録
媒
体
の
複
製

第
四
十
二
類
〜
第
四
十
五
類

（
略
）

第
四
十
二
類
〜
第
四
十
五
類

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
商
標
登
録
出
願
及
び
防
護
標
章
登
録
出
願
に
係
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
対
象
船
舶
の
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
対
象
船
舶
の
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省

環

境

省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
二
酸
化
炭
素
放
出
実
績
指
標
の
評
価
の
基
準
）

（
二
酸
化
炭
素
放
出
実
績
指
標
の
評
価
の
基
準
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

前
項
の
表
の
目
標
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
船
舶
の
用
途
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
船
舶
の
大
き

さ
に
関
す
る
指
標
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
数
値
と
す
る
。

２

前
項
の
表
の
目
標
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
船
舶
の
用
途
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
船
舶
の
大
き

さ
に
関
す
る
指
標
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
数
値
と
す
る
。

船
舶
の
用
途

船
舶
の
大
き
さ

に
関
す
る
指
標

目

標

値

船
舶
の
用
途

船
舶
の
大
き
さ

に
関
す
る
指
標

目

標

値

一
〜
十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
〜
十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一

Gt
は
、
総
ト
ン
数

一

Gt
は
、
総
ト
ン
数

二

Dw
は
、
載
貨
重
量
ト
ン
数

二

Dw
は
、
載
貨
重
量
ト
ン
数

三

Ｒ
は
、
次
に
掲
げ
る
暦
年
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
値

三

Ｒ
は
、
次
に
掲
げ
る
暦
年
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
値

イ

令
和
五
年

〇
・
九
五

イ

令
和
五
年

〇
・
九
五

ロ

令
和
六
年

〇
・
九
三

ロ

令
和
六
年

〇
・
九
三

ハ

令
和
七
年

〇
・
九
一

ハ

令
和
七
年

〇
・
九
一

ニ

令
和
八
年

〇
・
八
九

ニ

令
和
八
年

〇
・
八
九

ホ

令
和
九
年

〇
・
八
六
三
七
五

ヘ

令
和
十
年

〇
・
八
三
七
五

ト

令
和
十
一
年

〇
・
八
一
一
二
五

チ

令
和
十
二
年

〇
・
七
八
五

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
国
土
交
通
省

環

境

省
令
第
二
号

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
対
象
船
舶
の
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

環
境
大
臣

石
原

宏
高


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